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(57)【要約】
【課題】洗髪及び頭皮のマッサージを行う場合等に、着
脱自在なブラシ部によって優しく且つ効果的に頭皮のマ
ッサージ及び洗浄を行うことができるブラシ装置を提供
すること。
【解決手段】電動機５の回転軸５Ａの回転運動を往復運
動に変換する往復駆動手段６が設けられた駆動部たる本
体２の枠体４Ｅに、可撓性を有する材質から成るブラシ
部３の基部１６の周縁を前記本体２に対する位置関係が
略固定された状態で着脱自在に保持させ、前記基部１６
の裏面に設けられたフック受部１６Ｅを前記往復駆動手
段６によって往復動させられるフック１５に掛け、前記
電動機５を作動させることで、前記基部１６をその面と
直交する方向に繰り返し撓ませると共に、前記基部１６
の撓みに伴って、この基部１６の面と交差して設けられ
た複数の突起１７を繰り返し相互に開閉させることによ
り、前記突起１７によって頭皮Ｈが洗浄及びマッサージ
される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動部と、この駆動部によって動作するブラシ部とを有するブラシ装置において、前記
ブラシ部が、可撓性を有する材質から成る基部と、この基部の面に対して交差する方向に
突出して設けられた複数の突起とで構成され、前記駆動部に、前記ブラシ部の基部の周縁
を前記駆動部に対する位置関係が略固定された状態で着脱自在に保持する枠体と、電動機
の駆動軸の回転運動を往復運動に変換する往復駆動手段と、この駆動手段によって往復動
するフックを設け、前記基部の裏面にフック受部を設け、前記基部の周縁を前記枠体に保
持させると共に前記フックに前記フック受部を掛けた状態で、前記往復駆動手段によって
、前記基部をその面と交差する方向に繰り返し撓ませることで、複数の前記突起を、全体
として先端の間隔が広がった状態と全体として先端の間隔が狭まった状態との間で繰り返
し相互に開閉させることを特徴とするブラシ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動力駆動のブラシ装置に関するものであり、特に人体の頭皮などを洗浄及び
マッサージするためのブラシ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のブラシ装置としては、例えば、モータを内蔵したケーシングに弾性部材
を介して振動ヘッドを取り付け、この振動ヘッド内に前記モータのモータ軸を突設させ、
このモータ軸に振動子を偏心させた状態で取り付け、更に、前記振動ヘッドの一側面に柔
軟物質から成るブラシを取り付けたマッサージ兼電動洗髪ブラシが知られている（例えば
、特許文献１参照。）。このマッサージ兼電動洗髪ブラシにおいては、前記ブラシは円盤
状に形成された基部としてのブラシ本体部と、該ブラシ本体部の一側面に多数突設された
突起としての針状体片とから成る。そして、このマッサージ兼電動洗髪ブラシを使用する
場合、使用者は、まずケーシングを把持して前記ブラシを頭部に押し当て、前記モータを
作動させることで、前記振動ヘッドに内蔵されている振動子の偏心回転によって生じる振
動が、前記振動ヘッド及びブラシを介して頭皮に伝達される。そして、前記ブラシは柔軟
物質から構成されているので、頭皮を傷つけることなく毛穴の脂垢を取り除き、同時にマ
ッサージを行うというものである。
【特許文献１】特開２００１－２５８９７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このようなブラシ装置は、洗髪時における頭皮のマッサージ等を行うと
き、前記振動ヘッドに内蔵されている振動子の偏心回転によって生じる振動が、前記振動
ヘッド及び柔軟物質から構成されている前記ブラシを介して頭皮に伝達されるというもの
であるが、前記ブラシは頭皮に対して単純に振動しているだけなので、頭皮のマッサージ
を充分に行うことができないばかりでなく、頭皮の汚れを充分落とすことができないとい
う問題があった。
【０００４】
　本発明は以上の問題点を解決し、洗髪及び頭皮のマッサージを行う場合等に、着脱自在
なブラシ部によって優しく且つ効果的に頭皮のマッサージ及び洗浄を行うことができるブ
ラシ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の請求項１に記載のブラシ装置は、駆動部と、この駆動部によって動作するブラ
シ部とを有するブラシ装置において、前記ブラシ部が、可撓性を有する材質から成る基部
と、この基部の面に対して交差する方向に突出して設けられた複数の突起とで構成され、
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前記駆動部に、前記ブラシ部の基部の周縁を前記駆動部に対する位置関係が略固定された
状態で着脱自在に保持する枠体と、電動機の駆動軸の回転運動を往復運動に変換する往復
駆動手段と、この駆動手段によって往復動するフックを設け、前記基部の裏面にフック受
部を設け、前記基部の周縁を前記枠体に保持させると共に前記フックに前記フック受部を
掛けた状態で、前記往復駆動手段によって、前記基部をその面と交差する方向に繰り返し
撓ませることで、複数の前記突起を、全体として先端の間隔が広がった状態と全体として
先端の間隔が狭まった状態との間で繰り返し相互に開閉させるものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の請求項１に記載のブラシ装置は、以上のように構成することにより、前記ブラ
シ部の基部の周縁が前記枠体によって保持されると共に前記フックに前記フック受部が掛
けられた状態で、前記基部の中央部を、前記往復駆動手段によって前記基部の面と交差す
る方向に繰り返し撓ませることで、前記複数の突起を繰り返し相互に開閉させることによ
り、これらの突起を頭皮に当接させることで、頭皮を効果的に洗浄したりマッサージした
りすることができる。そして、前記フック受部をフックに掛けて前記基部の周縁を前記枠
体に保持させることで、前記ブラシ部が前記本体に取り付けられると共に、前記基部の周
縁を前記枠体から取り外して前記フック受部を前記フックから取り外すことで、前記ブラ
シ部が前記本体から取り外される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施例について、図１乃至図５に基づいて説明する。なお、本例では、
図１乃至図３の姿勢を基準として前後上下左右を規定する。１は本発明のブラシ装置であ
る。このブラシ装置１は、駆動部たる本体２と、この本体２に対して着脱自在に保持され
るブラシ部３とで構成されている。
【０００８】
　前記本体２は、合成樹脂等によって構成される外殻体４に、図示しない二次電池と、同
じく図示しない制御回路と、これらの二次電池及び制御回路によって作動させられる電動
機５と、この電動機５の駆動軸５Ａの回転を往復運動に変換する往復駆動手段６とを収容
して構成されている。そして、前記外殻体４は、頭部７と把持部８を有しており、この把
持部８の外部がカバー体９で覆われていると共に、前記把持部８の正面側にスイッチ操作
部１０が設けられている。また、前記電動機５は、第一の保持フレーム１１に保持されて
いると共に、この第一の保持フレーム１１の上端から前記電動機５の駆動軸５Ａが突出し
ている。また、前記往復駆動手段６は、前方に開口部１２Ａを有する第二の保持フレーム
１２に対して保持されていると共に、この第二の保持フレーム１２に対して、前記第一の
保持フレーム１１が取り付けられている。そして、このように前記第一の保持フレーム１
１が第二の保持フレーム１２に固定された状態において、前記第一の保持フレーム１１に
保持された電動機５の駆動軸５Ａに取り付けられた図示しない歯車は、前記往復駆動手段
６の入力側の歯車６Ａと噛み合う。これによって、前記電動機５の回転が前記往復駆動手
段６に伝達可能に構成されている。そして、前記電動機５から伝達された回転は、前記往
復駆動手段６の複数の歯車によって減速されると共に、この減速された回転を往復運動に
変換して、往復部材６Ｂを前後方向（図３における左右方向）に往復運動させるように構
成されている。更に、前記第二の保持フレーム１２は、前記外殻体４における後外殻体４
Ａに対してビス等で固定されている。そして、前記開口部１２Ａは、合成ゴム等でダイヤ
フラム状に形成された防水膜１３によって閉塞されている。そして、この防水膜１３の外
周部分１３Ａを、前記開口部１２Ａの開口縁１２Ｂと、開口部４Ｃを有する前外殻体４Ｂ
の開口縁４Ｄとで挟持し、ビス等で締め付け固定することで、前記外殻体４に対して水密
に固定される。また、前記防水膜１３の中央部分１３Ｂは、前記往復部材６Ｂとフック保
持体１４とで挟持された状態でビス等で締め付け固定することで、前記往復部材６Ｂとフ
ック保持体１４の間で水密に保持されている。更に、前記フック保持体１４には、金属製
の線材等を曲げて形成したフック１５が取り付けられている。そして、前記電動機５を作
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動させることで、前記往復駆動手段６の往復部材６が前後方向に往復動し、これに伴って
ダイヤフラム状の防水膜１３が撓むと共に、前記フック保持体１４に取り付けられたフッ
ク１５が前後方向に往復動するように構成されている。なお、前記前外殻体４Ｂの開口縁
４Ｄの周囲には、この開口縁４Ｄを囲むように枠体４Ｅが前方に突出して略楕円状に形成
されていると共に、この枠体４Ｅの全周に亘って、この枠体４Ｅの外側に突出した係止受
部４Ｆが形成されている。
【０００９】
　前記ブラシ部３は、可撓性を有する合成樹脂等によって一体に形成されている。そして
、前記ブラシ部３は、基部１６と、この基部１６に設けられた複数の突起１７とで構成さ
れている。前記基部１６は、正面から見て略楕円状であると共に、中央が前方に滑らかに
膨らんだ形状に形成されている。また、前記基部１６は、その外周から後方にリブ１６Ａ
が全周にわたって一体に形成されていると共に、このリブ１６Ａの内側に、前記係止受部
４Ｆと係合する係止部１６Ｂが形成されている。また、前記基部１６の上端及び下端には
、前記ブラシ部３を前記本体２に対して着脱する際に摘むための摘み部１６Ｃが形成され
ている。更に、前記基部１６の裏面には、その中央に上下方向に延びた溝１６Ｄが形成さ
れていると共に、中心部に前記フック１５を受けるフック受部１６Ｅが形成されている。
また、前記突起１７は、前記基部１６の外周部に形成された複数の長突起１８と、この長
突起１８の内側である前記基部１６の中間部に環列状に形成された複数の中突起１９と、
この中突起１９の内側である前記基部１６の中央部に環列状に形成された複数の短突起２
０とで構成されている。そして、図４（ａ）に示すように、前記基部１６が撓んでいない
状態において、前記長突起１８の高さが最も高く、前記中突起の高さが中程度で、前記短
突起２０の高さが最も低い。そして、これらの突起１７の先端を結ぶと、凹曲面状となる
。また、前記長突起１８及び短突起２０は、先端側がやや細くなった略棒状に形成されて
いると共に、その先端が丸く形成されている。また、前記中突起１９は、先端側が細く且
つ基端側が太くなった略円錐状に形成されている。そして、この中突起１９の先端は、前
記長突起１８及び短突起２０の先端よりも細く形成されていると共に、前記中突起１９の
基端は、前記長突起１８及び短突起２０の基端よりも太く形成されている。これによって
、前記中突起１９は外力によって撓むものの、前記長突起１８よりは撓みにくいように形
成されている。なお、図２乃至図５において、全ての前記突起１７を記載してしまうと、
線が入り組んで複雑になることで説明が困難となってしまう虞があるため、図２において
は、前記突起１７のうち、前記基部１６の最外周部に形成された長突起１８のみを、図３
においては、断面となる長突起１８のみを、図４及び図５においては、動作の説明に最低
限必要な突起１７のみを記載し、その他の突起１７は省略した。
【００１０】
　次に、本実施形態の作用について説明する。まず、使用者は、前記ブラシ部３を把持し
、このブラシ部３の基部１６の裏面に形成されたフック受部１６Ｅを前記本体２の前外殻
体４Ｂの開口部４Ｃ内で露出した前記フック１５に掛けた後、前記係止部１６Ｂを前記係
止受部４Ｆに係合させることで、前記ブラシ部３を前記本体２に対して取り付ける。そし
て、このように前記ブラシ部３が前記本体２に取り付けられた状態で、使用者が前記把持
部８を把持し、前記スイッチ操作部１０を操作することで、前記電動機５が作動して前記
駆動軸５Ａが回転する。そして、この駆動軸５Ａの回転運動が、前記往復駆動手段６によ
って減速された後往復運動に変換されることで、前記往復駆動手段６の往復部材６Ｂ、ひ
いてはこの往復部材６Ｂに取り付けられたフック保持体１４及びフック１５は前後方向に
往復動する。なお、前記前外殻体４Ｂの開口部４Ｃは前記防水膜１３によって封止されて
いるため、前記開口部４Ｃから前記本体２内に水が侵入することが防止される。また、前
記防水膜１３は合成ゴム等によってダイヤフラム状に形成されているため、前記往復部材
６Ｂ及びフック保持体１４の往復運動に従動して撓むことで、前記開口部４Ｃの封止状態
を保つことができる。そして、前記フック１５が前後方向に往復動することで、このフッ
ク１５に掛けられた前記フック受部１６Ｅを有するブラシ部３の基部１６の中央部も前後
方向に往復動することになる。このとき、前記基部１６の外周縁に形成された前記係止部
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１６Ｂが前記係止受部４Ｆに係合していることで、前記基部１６の外周縁が前記本体２に
対して位置関係が略固定されているので、前記基部１６の中央部が前後方向に往復動した
としても、前記基部１６の外周縁が動かないことで、前記基部１６は図４の（ａ）と（ｂ
）の状態の間で、この基部１６の面方向に対して直交する方向に繰り返し撓むことになる
。なお、このとき、前記基部１６が撓むことで、この基部１６に一体に形成された突起１
７も動くことになる。具体的には、無負荷の状態において、前記各突起１７は、前記基部
１６が最も突出した図４（ａ）の状態において、全体として先端が広がった状態（開いた
状態）であると共に、前記基部１６が最も凹んだ図４（ｂ）の状態において、全体として
先端が狭まった状態（閉じた状態）となる。なお、前記基部１６は、その裏面に前記溝１
６Ｄが形成されており、この溝１６Ｄが形成された位置が撓みの起点となることで、より
撓みやすくなっている。
【００１１】
　そして、このように動作する突起１７を人体の頭皮Ｈ等に押し当てて洗髪などを行うと
、図５のように動作することになる。即ち、前記基部１６が最も突出した図５（ａ）の状
態において、前記各突起１７の先端を結ぶと凹曲面状となり、この状態で前記各突起１７
の先端を凸曲面状の頭皮Ｈ等に押し当てると、前記各突起１７が殆ど撓むことなく、その
先端が頭皮Ｈに当接した状態となる。そして、前記基部１６が前記往復駆動手段６によっ
て引き込まれて凹むと、図５（ｂ）に示す状態となる。即ち、前記各突起１７のうち、前
記長突起１８よりも短く撓みにくい前記中突起１９は、その先端が常に頭皮Ｈに対して接
するように押し付けた場合、図５（ａ）の状態から（ｂ）の状態にかけて、首振り方向に
僅かに撓むものの、先端が頭皮Ｈを摩擦するように動くので、この中突起１９によって頭
皮Ｈが擦られるように洗浄及びマッサージされる。特に、本例においては、前記中突起１
９の先端が比較的細く且つその基端が比較的太い円錐状に形成されていることで、より撓
み難くなっているばかりでなく、刺激を与える先端が先鋭状であるので、前記中突起１９
によって、頭皮Ｈは擦られるような、或いは掻かれるような刺激を受けて良好に洗浄及び
マッサージされる。また、前記中突起１９よりも長く撓みやすい前記長突起１８は、その
先端が頭皮Ｈに対して接するように押し付けた場合、図５（ａ）の状態から（ｂ）の状態
にかけて、首振り方向に大きく撓むことになる。そしてこの時、前記長突起１８の先端か
らやや基端寄りの部分までが前記頭皮Ｈと接すると共に、撓んだ状態の前記長突起１８に
復元力が働くことで、前記頭皮Ｈが掴まれるような刺激を受けて洗浄及びマッサージされ
る。特に、本例においては、前記長突起１８の先端が比較的太く且つその基端が比較的細
い略棒状に形成されていることで、より撓み易くなっているので、撓んだ状態における頭
皮Ｈに対する接触面積がより大きくなり、頭皮Ｈは掴むような刺激を受けて良好に洗浄及
びマッサージされる。また、前記長突起１８が撓みやすくなっていることで、前記中突起
１９がより確実に常時頭皮Ｈに接し続けることができ、これによって、前記中突起１９に
よる刺激を頭皮Ｈに対して常に与え続けることができる。更に、前記中突起１９よりも短
い前記短突起２０は、図５（ａ）の状態で頭皮Ｈに接している状態であっても、図５（ｂ
）の状態においては頭皮Ｈに対して離間している。これは、図５（ｂ）の状態において、
前記中突起１９の先端と前記短突起２０の先端とを結んだ凹曲面の曲率が頭皮Ｈの曲率よ
りも大きくなるためである。そして、これは特に、本例において前記中突起１９がより撓
みにくくなっていることも、前記短突起２０が頭皮Ｈに対して接離を繰り返すことを助長
している。そして、前記短突起２０が頭皮Ｈに対して接離を繰り返すことで、頭皮Ｈは前
記短突起２０によって叩かれるように洗浄及びマッサージされる。特に、本例においては
、前記短突起２０の先端が比較的太く且つその基端が比較的細い略棒状に形成されている
ことで、より撓み易くなっているので、前記短突起２０が頭皮に当たった際に撓むことで
、頭皮Ｈに必要以上の刺激を与えないようにして痛さを感じさせないようにすることがで
きるばかりでなく、前記短突起２０の基端が比較的細くなっていることで、この短突起２
０の基端部が前記基部１６の撓みを妨げないようにすることができる。このように、前記
各突起１７を構成する長突起１８、中突起１９及び短突起２０がそれぞれ異なった刺激を
頭皮Ｈに与えることで、頭皮Ｈに対してより良好なマッサージ及び洗浄を行うことができ
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る。
【００１２】
　なお、前記ブラシ部３は、使用を繰り返すことによって汚れたり破損したりするので、
適宜交換する必要が生じる。そして、このブラシ部３を前記本体２から取り外す場合、使
用者が前記摘み部１６Ｃを摘み、前方に引くことで、前記係止部１６Ｂが係止受部４Ｆか
ら外れる。このように前記係止部１６Ｂが係止受部４Ｆから外れた後、前記ブラシ部３を
上方に引き上げることで、前記ブラシ部３が前記本体２から外れる。そして、新たなブラ
シ部３或いは洗浄されたブラシ部３を、前述した手順によって本体２に取り付けることで
、再度前記ブラシ装置１の使用が可能になる。
【００１３】
　以上のように本発明は、電動機５の回転軸５Ａの回転運動を往復運動に変換する往復駆
動手段６が設けられた駆動部たる本体２の外殻体４の枠体４Ｅに、可撓性を有する材質か
ら成るブラシ部３の基部１６の周縁を前記本体２に対する位置関係が略固定された状態で
着脱自在に保持させ、前記基部１６の裏面に設けられたフック受部１６Ｅを前記往復駆動
手段６によって往復動させられるフック１５に掛け、前記電動機５を作動させることで、
前記基部１６をその面と直交する方向に繰り返し撓ませると共に、前記基部１６の撓みに
伴って、この基部１６の面と交差して設けられた複数の突起１７を繰り返し相互に開閉さ
せることにより、前記突起１７によって頭皮Ｈが洗浄及びマッサージされるものである。
【００１４】
　なお、本発明は以上の実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨の範囲内で種々
の変形が可能である。例えば、上記実施形態では、前記ブラシ部は基部と突起とを一体に
形成したが、基部と突起とを別体で構成し、それぞれ互いに異なる材質で形成するように
しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施例を示すブラシ装置の正面図である。
【図２】同上、右側面図である。
【図３】同上、右側方から見た一部断面図である。
【図４】同上、無負荷状態における動作説明図であり、（ａ）は基部が最も突出した状態
、（ｂ）は基部が最も引き込まれた状態である。
【図５】同上、有負荷状態における動作説明図であり、（ａ）は基部が最も突出した状態
、（ｂ）は基部が最も引き込まれた状態である。
【符号の説明】
【００１６】
　１　ブラシ装置
　２　本体（駆動部）
　３　ブラシ部
　４Ｅ　枠体
　５　電動機
　５Ａ　回転軸
　６　往復駆動手段
　１５　フック
　１６　基部
　１６Ｅ　フック受部
　１７　突起
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